
おわりに 

 

 

PHR（Personal Health Record）サービスは、近年の急速なデジタル化と健康意識の高まりを

背景に、社会におけるその重要性を日々増しています。個人の健康情報が、単なる診療記録に留まら

ず、生涯にわたる健康管理や医療の質向上、さらには健康寿命の延伸に資する重要な資源として認識

されるようになりました。私たちは、このような PHR サービスを取り巻く状況の進展を深く認識し、その健全

な発展に寄与すべく、本ガイドラインの改定に取り組んでまいりました。 

初版から重ねてきた改定の積み重ねは、PHR サービスの進化と、それを取り巻く法的・社会的な環境

の変化に常に対応し続けてきた歴史でもあります。 

この度発出する第 4 版では、これまでの民間事業者だけでなく、自治体による PHR サービスの提供

についても言及することで、地域全体での PHR の推進に貢献することも目指しました。これは、より広範

な PHR サービス利用の実態に対応するためのものです。 

また本版では、セキュリティ対策、AMED 連携によるリコメンデーション機能や広告に関する実践的な

事例も提示されており、信頼性と利便性を両立したサービス開発・提供を多角的に支援します。 

本ガイドラインは、PHR サービス事業協会と一般社団法人 PHR 普及推進協議会の両団体が中心

となり、策定されました。この度の策定にあたり、多数の有識者からなるワーキンググループの皆様には、そ

の専門的な知見と熱意を惜しみなくご提供いただきましたこと、心より感謝申し上げます。 

PHR サービスは、技術革新や社会情勢の変化に応じて、今後も進化し続けることでしょう。本ガイド

ラインもまた、常に時代の要請に応じて改定を重ねていく必要があります。PHR サービス提供者の皆様に

おかれましては、本ガイドラインを積極的にご活用いただき、同時に運用を通じて得られた知見や課題に

ついて、忌憚ないご意見をお寄せいただければ幸いです。皆様からの貴重なフィードバックが、次回の改定

へと繋がる重要な糧となります。 

最後に、本ガイドラインが、安全で信頼性の高い PHR サービスの普及に貢献し、ひいては国民一人

ひとりの健康と幸福な生活（Well-being）の実現に繋がることを心より願っております。 
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